
適性診断助成制度に関する実施要綱
平成２０年４月１日制定
(社)熊本県トラック協会　　
（目的）

第１条　　この要綱は、社団法人熊本県トラック協会（以下「協会」という。）に所属する会員事業所に勤務する乗務員の適性診断の受診促進を図り、運行管理上の安全対策に資することを目的とする。
（適性診断の種類）
第２条　　独立行政法人自動車事故対策機構が定める適性診断業務実施規程に従って、実施される次の診断を対象とする。
（１）一般診断

（２）初任診断

（３）適齢診断
（助成金額）

第３条　　診断手数料のうち、１人あたり次の金額を助成する。
（１）一般診断・１,２００円

（２）初任診断・３,６００円

（３）適齢診断・３,６００円
（予算額）

第４条　　当該年度における交付金予算の範囲内での実施とする。
（実施期間）
第５条 　当該年度４月１日～翌年３月３１日までとする。

（受診料の助成）
第６条　　助成の実施にあたっては、当該年度における覚書に基づく実施とする。

附則　　この要綱は、平成２０年４月１日より適用する。

